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会社名 住所 電話番号 会社名 住所 電話番号

大幸設備工業 ( 有 ) 米子市両三柳 150 － 3 32-9615 （株）中電工米子営業所 米子市東福原 3丁目 8－ 14 33-3771

松岡建設 ( 有 ) 名和町大字東坪 765 － 3 54-3031 （有）山下水道設備 西伯郡中山町下甲 288 － 2 (0858) 58-3970

( 有 ) 西山建設 名和町大字富長 159 － 1 54-2721 シンセイ技研 (株 ) 米子営業所 米子市日の出町 1丁目 5－ 20 35-5866

( 有 ) 第一工業 米子市両三柳 302 29-8655 （有）林原建設 西伯郡中山町下甲 1036 － 3 (0858) 58-2303

( 有 ) 三徳興産 米子市榎原 1452 － 1 26-0508 北陽（株） 倉吉市伊木 274 (0858) 48-1188

( 株 ) モチダ 米子市蚊屋 248 － 1  27-1651 宏和水道工業（有） 米子市富益町 53-2 48-2555

( 有 ) モロユ水道 名和町大字御来屋 142 － 1 54-2227 （株）藤井水道工務店 米子市三本松 2丁目 12 － 5 34‐1331

( 株 ) 大山設備 米子市皆生 5丁目 13-46 32-8164 山陰冷暖 (株 ) 米子営業所 米子市西福原 15 － 6 22‐7468

( 有 ) シオテック 日吉津村日吉津 25 － 1 27-3683 （有）八晃建設 西伯郡大山町所子 255 － 1 53‐4578

( 有 ) 舩原設備工業 米子市夜見町 2484 － 3 24-0807 （株）諏訪工業 米子市諏訪 344 － 5  26‐3355

( 有 ) 小倉興産 名和町大字御来屋 156 － 3 54-2028 カワカミ住設 西伯郡大山町鈑戸 776 53‐8501

舩越建設 ( 株 ) 名和町大字押平 763 － 1 54-2509 サ－ンガス山陰（株）米子市昭和町 11 33‐2521

( 株 ) シンセイ 米子市東福原 6丁目 12 － 44 35-6560 （有）小林設備 米子市奥谷 319 － 31 26‐1038

曽我工業 ( 株 ) 米子市和田町 2038 － 5 25-1186 ケ－ティ－住設（有）米子市安倍 121-4 24‐5400

大和設備 ( 株 ) 米子市米原 5丁目 1－ 11 34-7121 （有）アイティ設備 東伯郡東伯町大字逢束 1118-8 （0858） 53‐6118 

( 有 ) 信方水道設備 東伯郡赤碕町赤碕 1708 － 9 (0858) 55-7466 （有）共積 米子市西福原 9丁目 22-19  35‐6303

米子ガス産業 ( 株 ) 米子市旗ヶ崎 2200 － 3 33-3431 （有）みたこ土建 米子市石井 843-1 39‐7173

平成グリーン ( 有 ) 米子市両三柳 3767 － 1 29-8911 （有）アイシン 米子市彦名町 527-2 29‐4187

( 有 ) 足立水道設備 東伯郡赤碕町赤碕 1942 － 3 (0858) 55-1221 川島工務店（有） 名和町大字名和 1413  54‐2893 

( 有 ) 野口商事 西伯郡中山町赤坂 348 － 9 (0858) 58-3011（有）いけもと 米子市両三柳 844-2 24-6655 

（有）大健設備 名和町大字名和 1141 54-2288 （有）ミヤサト 名和町大字富長 782  54-3413

（有）橋本工業所 境港市小篠津町 257 － 1 45-3230 （有）松澤組 西伯郡淀江町大字西原 1162‐1 56-3724

（有）ヤマダ 名和町大字高田 1107 － 3  54-2660 （有）前田建設 名和町大字高田４ 54-4093

（有）三和水道工業所 米子市錦町 2丁目 83 22-4914 （有）松本建設 西伯郡中山町松河原 218 (0858) 58-3977

（株）特研工業 米子市永江 501 26-2369 （有）林原工業 西伯郡大山町唐王 671 53-3630

（有）大丸水機 淀江町西原 106 － 1 56-3860 （株）大山緑化建設 西伯郡大山町国信 746 － 6 53-3173

名和町下水道排水設備指定工事店

下水道が使用できる区域が広がります
　5月 1日から、古御堂・文珠領・下坪・西坪・駅前で下水道が使えるようになる予定です。

　すでに下水道の供用が始まっている区域、並びに今回の供用開始区域では、各ご家庭での下

水道への接続が、供用開始から 3年以内となっていますので、1日も早い接続をお願いします。

◆工事は指定工事店で

　各ご家庭での下水道への接続工事（排水設備工事）

やトイレの水洗化工事は、必ず名和町が指定した「名

和町下水道排水設備指定工事店」へお申し込みくだ

さい。役場への手続きは、指定工事店がおこないます。

　「指定工事店」以外の工事店で工事をすると、無

効工事となり工事のやり直しをしていただくことに

なりますので、ご注意ください。

◆下水道はルールを守って使いましょう

　最近、下水管内に異物（Ｔシャツ・タオル・下着

類・ウエットティッシュなど）が流入して、マンホー

ルポンプの不具合が多発しています。ポンプが故障

すると下水管内に汚水が滞留し、路上や宅内に汚水

が溢れることになり、適正な汚水処理ができなくな

ります。

《こんな物は流さないでください》

＊台所では･･･野菜くず・残飯・天ぷら油などの廃油。

  ※洗剤は無リン洗剤を使用するよう心がけましょう。 

＊水洗トイレでは･･･水に溶けない紙・ティッシュ

ペーパー・生理用品・紙おむつなど。

＊浴室、洗面所では･･･タオル・ハンカチ・下着類・

くし・ひげそりの刃など。

＊その他･･･ガソリン・アルコール類など揮発性の

高い危険物・タバコ・ガム・ナイロン・ビニール製

品・木片・土砂など。

　下水道は、自然や皆さんの生活環境をよりよくす

るための公共の財産です。正しく使用しないと、施

設の寿命を縮めることになります。下水道に異物を

流さないように十分にご注意ください。

【問い合わせ先】地域整備課（☎ 54－ 5203）
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